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府中市人事行政の運営などの状況 

（令和６年度）をお知らせします 

         
府中市職員の給与などについて、「地方公務員法第５８条の２、第５８条の３」及び「府中市人事行政の運営

等の状況の公表に関する条例第６条」の規定に基づき、令和６年度における人事行政の運営などの状況を次の

とおり公表します。 

問い合わせ先   人事課（℡４４－９１１６） 

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

（１）職員の採用及び退職等の状況について 

①職員の採用退職状況（令和６年４月２日～令和７年４月１日） 

区分 採用職員数 
退職 

計 

内訳 

定年 勧奨 普通 その他 

行政職 １９ ２４ １１ ３ ３ ７ 

医療職 ６ ８ ５ ０ ２ １ 

技能労務職 ２ １ １ ０ ０ ０ 

教育職 ３ ７ ０ ０ １ ６ 

合計 ３０ ４０ １７ ３ ６ １４ 

（採用、退職には再任用フルタイム職員の採用、退職を含みます。） 

 

（２）部門別職員数の状況と主な増減理由 （令和７年４月１日現在） 

        

区 分 

部 門 

   職  員  数（人） 対前年度 

増 減 数 

（人） 

主 な 増 減 理 由 
令和６年度 令和７年度 

一 

般 

行 

政 
議  会 ４ ４ ０  

総  務 ７８ ８３ ５  

税  務 ２１ ２１ ０  

農林水産 １２ １４ ２  

商  工 １７ １２ ▲５  

土  木 ４３ ３９ ▲４  

民  生 ９３ ８７ ▲６  

衛  生 ２９ ３１ ２  

小  計 ２９７ ２９７ ０  

特
別 

行
政 

教  育 ３４ ３２ ▲４  

公
営
企
業
な
ど 

病  院 ９６ ９４ ▲２ 体制変更 

水  道 １４ １４ ０  

下 水 道 ７ ６ ▲１ 体制変更 

そ の 他 ２７ ２８ １ 体制強化 

小  計 １４４ １４２ ▲２  

合   計 ４７５ ４６５ ▲１０  
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２ 職員の人事評価の状況 

（１） 人事評価の実施状況 

【制度概要】 

・組織マネジメント力の向上及び人材育成を目的として、業績評価及び能力評価を併用し、職責に応じた役割と能力 

を考慮して、職員の目標達成度及び発揮した能力の評価を実施しています。 

 

①対象者、評価者及び調整者について 

被評価者 評価者 調整者 

部 長 副市長（教育長） 市 長 

課長等 部 長 副市長 

主幹 
課長等 部 長 

係長・係員等 

※ 評価者とは、評価を行う人です。調整者とは、評価者と被評価者の評価結果について調整が必要な場合に、その調整 

を行う人です。評価者、調整者等が空席の場合は、上席者が実施します。 

 

３ 職員給与の状況 

（１） 人件費の状況 （令和６年度普通会計決算） 

住民基本台帳人口 

令和7.1.1現在 

歳出額 

（ Ａ ） 

人件費 

（ Ｂ ） 

人件費率 

（Ｂ／Ａ） 

（参考） 

前年度の人件費率 

35,105人 25,197,156千円 3,872,388千円 15.4％ 14.9％ 

 

（２） 職員給与費の状況 （令和６年度普通会計決算） 

職員数 

（ Ａ ） 

給     与     費 １人当たり給与費 
（Ｂ／Ａ） 給 料 職員手当 期末・勤勉手当   計 （ Ｂ ） 

323人 1,307,354千円 181,401千円 539,887千円 2,028,642千円 6,281千円 

 

（３） 職員の平均給料月額及び平均年齢の状況 （令和７年４月１日現在） 

区 分 平均給料月額 平均年齢 

一般行政職  326,634円 43.8歳 

※ 「平均給料月額および平均年齢」とは、一般行政職の職員に係る給料月額の総額、職員の年齢の合計を、それぞれ当        

該職員数で割り算した平均数値です。従って、平均年齢に該当する職員が受ける給料月額が、必ずしもこの平均数値 

と一致するものではありません。 

※ 令和７年４月１日より行政職給料表を使用する職員でその職務が６級以上の職員については、給料月額の１００分の 

３にあたる金額を減額しています。平均給料月額の計算にあたっては、減額後の金額により計算しています。 

 

（４） ラスパイレス指数の推移（一般行政職） 

年 度 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

ラスパイレス指数 99.7 99.5 98.8 99.4 99.3 

※ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与を１００として、国家公務員と府中市の職員の給料月額を比較したもので 

す。 
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（５） 職員の初任給の状況（令和７年４月１日現在） 

区   分 府 中 市 国 

一般行政職 
大学卒 220,000円 220,000円 

高校卒 194,500円 188,000円 

 

（６） 職員の期末・勤勉手当の状況（令和６年度支給割合） 

区 分 府 中 市 国 

支 給 期 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 

 ６ 月期 1.225月 1.025月 1.225月 1.025月 

１２月期 1.275月 1.075月 1.275月 1.075月 

年 間 計 2.5月 2.1月 2.5月 2.1月 

加算措置 いずれも職制上の段階、職務の級等による加算措置有 

 

（７） 職員の退職手当支給率（令和７年４月１日現在） 

区  分 
府 中 市 国 

自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年 

勤続２０年 19.6695月分 24.586875月分 19.6695月分 24.586875月分 

勤続２５年 28.0395月分 33.27075月分 28.0395月分 33.27075月分 

勤続３５年 39.7575月分 47.709月分 39.7575月分 47.709月分 

最高限度額 47.709月分 47.709月分 47.709月分 47.709月分 

１人当たり平均支給額  487,063千 円   

 ※ 退職手当の1人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。 

 

（８） 特別職の給料・報酬の状況（令和７年４月１日現在） 

区   分 給料・報酬額 

給  料 

市 長 774,000 円 

副 市 長 665,000 円 

教 育 長 623,200 円 

報  酬 

議 長 429,300 円 

副 議 長 402,690 円 

議 員 380,000 円 

  ※ 給料・報酬額については、市長・議長（10％）、副議長（7％）、副市長・教育長・議員（5％）を減額した金額 

 

（９） 特別職の期末手当の状況（令和６年度支給割合） 

区 分 市長・副市長・教育長 議長・副議長・議員 

 ６  月期 2.25月 2.25月 

１２ 月期 2.35月 2.35月 

年 間 計 4.6月 4.6月 

  ※ 一般職と同様加算措置あり（特別職、議長、副議長、議員は20％） 
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（１０） 等級等ごとの職員の数の公表（令和７年４月１日現在）  

行政職給料表               

職務

の級 

等級別基準職務表に規定する 

基準となる職務 

合計 内訳 職制上の段階 

(人) (％) 職名 (人) (人) (％) 
段

階 

１級 

市長事務部局、議会事務局、監査委員

事務局、選挙管理委員会事務局、農業

委員会事務局、水道企業事務部局、病

院事業事務部局及び教育委員会事務

部局（以下この表において「各事務部

局」という。）の主事及び技師の職務 

20 5.5% 

主事 17 

242 66.5% 

係

員

級 

技師 3 

計 20 

２級 
高度の知識若しくは経験を必要とす

る主事又は技師の職務 
47 12.9% 

主事 38 

技師 9 

計 47 

３級 
各事務部局の主任主事及び主任技師

の職務 
103 28.3% 

主任主事 68 

主任技師 35 

計 103 

４級 各事務部局の主任の職務 72 19.8% 

主任 60 

主任（再任用） 12 

技術主任 0 

技術主任（再任用） 0 

計 72 

５級 

１ 各事務部局の係長の職務 

２ 環境センター所長の職務 

３ 保育所の副保育所長の職務 

４ 子育て支援センター所長の職務 

５ 公平委員会の幹事職員の職務 

６ 各事務部局の主査の職務 

72 19.8% 

係長 56 

72 19.8% 

係

長

級 

環境センター所長 0 

副保育所長 2 

子育て支援センター所長 0 

主査 14 

公平委員会の幹事職員 0 

計 72 

６級 

１ 市長事務部局の課長、担当課長、室 

長、保育所長、支所長及び課の課長 

補佐の職務 

２ 会計管理者の職務 

３ 議会事務局、監査事務局、選挙管理 

委員会事務局及び農業委員会事務局 

の事務局長の職務 

４ 水道企業事務部局の課長の職務 

５ 病院事業事務部局の事務長及び副事 

務長の職務 

６ 教育委員会事務部局の課長及び課長 

補佐の職務 

７ 各事務部局の課長相当職とみなされ 

る主幹及び担当監の職務 

42 11.5% 

課長 24 

42 11.5% 

課

長

級

・

課

長

補

佐

級 

担当課長 1 

室長 3 

保育所長 4 

支所長 1 

課長補佐 0 

会計管理者 0 

事務局長 0 

事務長 1 

事務所長 0 

副事務長 1 

主幹 7 

担当監 0 
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計 42 

７級 

１ 市長事務部局及び教育委員会事 

務部局の部長の職務 

２ 各事務部局の部長相当職とみな 

される参事の職務 

8 2.2% 

部長 6 

8 2.2% 

部

長

級 

参事 1 

担当部長 0 

危機管理監 1 

計 8 

  合計 364 100.0%           

※技能労務職員は除く               

                  

医療職給料表（一）               

職務

の級 

等級別基準職務表に規定する 

基準となる職務 

合計 内訳 職制上の段階 

(人) (％) 職名 (人) (人) (％) 
段

階 

１級 医員の職務 0 0.0% 医員 0 0 0.0% 

課

長

級 ２級 

１ 医長の職務 

２ 高度の知識又は経験を必要とす 

る業務を行う医員の職務 

2 50.0% 

医長 2 

2 50.0% 医員 0 

計 2 

３級 

１ 副院長の職務 

２ 高度の知識又は経験を必要とす 

る業務を行う医長の職務 

1 25.0% 

副院長 1 

2 50.0% 

部

長

級 

医長 0 

計 1 

４級 院長の職務 1 25.0% 院長 1 

  合計 4 100.0%           

                  

医療職給料表（二）               

職務

の級 

等級別基準職務表に規定する 

基準となる職務 

合計 内訳 職制上の段階 

(人) (％) 職名 (人) (人) (％) 
段

階 

１級 

臨床検査技師、診療放射線技師、理

学療法士、作業療法士、介護福祉

士、精神保健福祉士及び臨床心理士

の職務 

0 0.0% 

臨床検査技師 0 

7 77.8% 

係

員

級 

診療放射線技師 0 

理学療法士 0 

作業療法士 0 

介護福祉士 0 

精神保健福祉士 0 

臨床心理士 0 

計 0 

２級 

１ 薬剤師の職務 

２ 高度の知識又は経験を必要とす 

る業務を行う臨床検査技師、診 

療放射線技師、理学療法士、作 

業療法士、介護福祉士、精神保 

健福祉士及び臨床心理士の職務 

2 22.2% 

薬剤師 0 

臨床検査技師 0 

診療放射線技師 0 

理学療法士 0 

作業療法士 1 

介護福祉士 0 

精神保健福祉士 0 
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臨床心理士 1 

計 2 

３級 

１ 高度の知識又は経験を必要とす 

る業務を行う薬剤師の職務 

２ 特に高度の知識又は経験を必要 

とする業務を行う臨床検査技 

師、診療放射線技師、理学療法 

士、作業療法士、介護福祉士、 

精神保健福祉士及び臨床心理士 

の職務 

5 55.6% 

薬剤師 0 

臨床検査技師 1 

診療放射線技師 0 

理学療法士 0 

作業療法士 2 

介護福祉士 0 

精神保健福祉士 1 

臨床心理士 1 

計 5 

４級 

主任薬剤師、主任臨床検査技師、主

任診療放射線技師、主任理学療法

士、主任作業療法士、主任介護福祉

士、主任精神保健福祉士及び主任臨

床心理士の職務 

2 22.2% 

主任薬剤師 1 

2 22.2% 

係

長

級 

主任臨床検査技師 0 

主任診療放射線技師 0 

主任理学療法士 0 

主任作業療法士 0 

主任介護福祉士 0 

主任精神保健福祉士 0 

主任臨床心理士 1 

計 2 

５級 薬局長及び技師長の職務 0 0.0% 

薬局長 0 

0 0.0% 

課

長

級 

技師長 0 

計 0 

  合計 9 100.0%           

                  

医療職給料表（三）               

職務

の級 

等級別基準職務表に規定する 

基準となる職務 

合計 内訳 職制上の段階 

(人) (％) 職名 (人) (人) (％) 
段

階 

１級 准看護師の職務 0 0.0% 准看護師 0 

62 87.3% 

係

員

級 

２級 

１ 看護師の職務 

２ 高度の知識又は経験を必要とす 

る業務を行う准看護師の職務 

10 14.1% 

看護師 10 

准看護師 0 

計 10 

３級 

１ 高度の知識又は経験を必要とす 

る業務を行う看護師の職務 

２ 特に高度の知識又は経験を必要 

とする業務を行う准看護師の職 

務 

52 73.2% 

看護師 39 

准看護師 13 

計 52 

４級 主任看護師の職務 4 5.6% 主任看護師 4 4 5.6% 

係

長

級 

５級 総看護師長及び看護師長の職務 5 7.0% 
総看護師長 4 

5 7.0% 
看護師長 1 
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計 5 

課

長

級 

  合計 71 100.0%           

         

特定任期付職員給料表        

職務

の級 

等級別基準職務表に規定する 

基準となる職務 

合計 内訳    

(人) (％) 職名 (人)    

１級 

高度の専門的な知識経験を有する者 

がその知識経験を活用して業務に従 

事する場合 

0 0.0%   0    

２級 

高度の専門的な知識経験を有する者 

がその知識経験を活用して困難な業 

務に従事する場合 

0 0.0%   0    

３級 

高度の専門的な知識経験を有する者 

がその知識経験を活用して特に困難 

な業務に従事する場合 

0 0.0%   0    

４級 

特に高度の専門的な知識経験を有す 

る者がその知識経験を活用して特に 

困難な業務に従事する場合 

0 0.0%   0    

５級 

特に高度の専門的な知識経験を有す 

る者がその知識経験を活用して特に 

困難な業務で重要なものに従事する 

場合 

0 0.0%   0    

６級 

極めて高度の専門的な知識経験又は 

優れた識見を有する者がその知識経 

験等を活用して特に困難な業務で重 

要なものに従事する場合 

2 100.0% 医長 2    

７級 

極めて高度の専門的な知識経験又は 

優れた識見を有する者がその知識経 

験等を活用して特に困難な業務で特 

に重要なものに従事する場合 

0 0.0%   0    

 合計 2 100.0%      

 
※ 端数処理の関係上、構成比の合計が100％にならない場合があります。 
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４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

（１） 勤務時間の状況（令和７年４月１日現在） 

１週間の勤務時間 ３８時間４５分 

勤務時間 ８：３０～１７：１５ 

休憩時間 １２：００～１３：００ 

※ 業務の性質により、上記の勤務時間によることができない職場・職種の勤務時間は別に定めています。 

 

（２） 休暇制度の概要 
職員の主な休暇等は次のとおりです。なお、職員の休暇制度は府中市職員の勤務時間、休暇等に関する条例 

及び規則により定められています。 

休暇名 付与日数 内容 

年次有給休暇 １年につき２０日 
翌年に限り２０日を限度として繰り越すことができる。 

中途採用者は採用月に応じて付与。 

特別休暇 内容により異なる 

【主なもの】ボランティア休暇（５日）、結婚休暇（５日）、

産前産後休暇（産前８週、産後８週）、育児参加（５日）な

ど。 

病気休暇 
療養のため勤務しないこと

がやむを得ないと認められ

る必要最小限度の期間 

職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しない

ことがやむを得ないと認められる場合における休暇。 

介護休暇 ２週間以上６か月以内 
配偶者、父母、子等を介護する場合に取得できる休暇。取得

時間によって給与を減額。 

 

（３） 年次有給休暇の取得状況 

期間 平均取得日数 

令和６年１月１日～ 

令和６年１２月３１日 
１３.５日 

 

 

５ 職員の休業に関する状況 

地方公務員の育児休業等に関する法律等に基づく休業制度の利用状況については、次のとおりです。 

 

（１）休業の状況（令和６年度実績） 

休業名 概要 期間 取得者数 

育児休業 【無給】子を養育するための休業制度です。 子が３歳に達するまで １９人 

部分休業 【無給】子を養育するため、勤務時間の一部を

勤務しないことができる制度です。 

１日２時間までで、子

が３歳に達するまで 

１０人 

配偶者同行休業 【無給】職員の配偶者が外国に勤務等で滞在す

る際に同行することができる制度です。 

３年間まで ０人 

※ 年度内に新規取得した延べ人数を記載しています。 

 

 

６ 職員の分限及び懲戒処分の状況（令和６年度） 

（１）分限処分の状況 

免職 降任 休職 降給 合計 

０ ０ ８ ０ ８ 

 

（２）懲戒処分の状況 

免職 停職 減給 戒告 合計 

０ ０ ０ ０ ０ 
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７ 職員の服務の状況 

（１）職務専念義務免除の概要 

職務に専念する義務の特例に関する条例により、職務専念義務が免除される事項は次のとおりです。 

① 研修を受ける場合 

② 厚生に関する計画の実施に参加する場合 

③ 専ら職員団体の業務に従事する場合 

④ その他市長の定める場合 

 

 

８ 職員の退職管理の状況 

府中市職員の退職管理に関する条例等の規定に基づき、課長相当職以上で退職した者が離職後２年以内に

営利企業等以外の法人で報酬を得る場合、または営利企業の地位に就いた場合には、任命権者への届出を義務

付けており、毎年度、再就職の状況について公表することとしています。 

 

（１）再就職の状況（令和７年４月１日現在） 

 公表対象 

再就職者数 

 

地方公共団体等の事務又は事業

と密接な関連を有する法人 

営利企業等その他の法人 

令和３年度退職者 １０人 ２人 ０人 

令和４年度退職者 １人 １人 ０人 

令和５年度退職者 ０人 ０人 ０人 

令和６年度退職者 ２人 １人 １人 

※ 地方公共団体等の事務又は事業と密接な関連を有する法人とは、府中市社会福祉協議会、府中市まちづくり振興公社、 

地方独立行政法人など、市の業務と関連の深い法人です。 

 

 

９ 職員の研修の状況 

（１） 研修の実施状況 

研修施設名等 令和６年度に研修を受けた職員数 

広島県自治総合研修センター １５５人 

市町村職員中央研修所 ７人 

市町村国際文化研修所 １５人 

そ の 他 ８８人 

合   計 ２６５人 

 

 

１０ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

（１）職員の健康管理などに関する状況 

受診項目 受診者数 

一般健康診断 ４８人 

人間ドック ４０３人 

 

（２）職員の福利厚生事業の状況 

・職員の生活安定及び福祉の向上を図るため、広島県市町村職員共済組合に加入し社会保障、福利厚生事業 
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が組合を通じて行われています。 

・また、職員の厚生制度として地方公務員法第４２条の規定に基づき、府中市職員互助会を組織し、会員の 

掛金及び市の負担金（平成２７年度から負担金０円として繰越金のみで運営しています）により福利厚生事 

業を行っています。 

 

事業種別 事業内容 財源 

給付事業 
結婚、死亡などの慶弔給付、及び退職

や被災などに対する給付 
職員の会費のみで運営 

福利厚生事業 
健康の維持、推進やスポーツ大会など

での職員交流に対する助成事業 
市の負担金で運営 

 

（３）公務災害補償制度 

公務災害認定件数（令和６年度） 

区分 件数 

公務災害 ４件 

通勤災害 ０件 

計 ４件 

 

○公平委員会の報告事項（令和６年度）  

 

地方公務員法第８条第２項に基づく公平委員会の事務処理状況は次のとおりです。 

 

(１) 勤務条件に関する措置の要求の状況 

件数：０件 

(２) 不利益処分に関する審査請求の状況 

件数：０件 

(３) 職員の苦情処理の状況 

件数：１件 

※ 件数には、不受理となったものを含みます。 


